
２０１９年度（第１１期）事業計画書

特定非営利活動法人 市民後見ひょうご

１ 事業の方針

（１）活動の方針

① 地域密着型（リゾーム型）の活動として、神戸市長田区南部において、地域の高齢者等の

支援事業者や専門職と連携し、多様化する福祉ニーズに対応する活動を行う。

② 要支援高齢者（見守り契約・任意後見契約の対象者）、認知症高齢者及び障がい者（知的

障がい者及び精神障がい者等）及び家族会等のニーズに対応する活動を行う。

③ 要支援者のニーズに適応する身上監護を重視した法人後見人としての支援体制（身上監護

は支援部、財産管理は事務局）を推進するために活動人材の養成及び育成を行う。

④ 行政書士や社会保険労務士等の専門職と連携し、多様な支援課題に対応する支援を行う。 

（２）自治体との連携

 ・明石市内、加古川市内に従たる事務所を設け、自治体及び社会福祉協議会等と協力して、

成年後見制度の普及啓発及び法人後見の推進に関する活動を行う。

 ・神戸市成年後見支援センター及び明石市成年後見支援センターに市民後見人の後見活動

の在り方等について働きかける。

（３）成年後見活動等を行うＮＰＯ法人や介護サービス事業者等との連携

 ・成年後見活動等を行うＮＰＯ法人等と連携し、成年後見制度の普及及び活用に資する活

動を展開する。

・地域の介護保険事業者や医療関係者事業者等と連携し、要支援者の課題に対応した支援

を行う。

２ 事業の実施

（１）成年後見制度の普及啓発及び講座開催等に関する事業

（２）生活見守り、権利擁護及び成年後見等に関する相談援助に関する事業

市民後見ひょうご支援募金設置（被支援者等への支援基金）

（３）福祉サービス利用援助事業

（４）任意後見契約に関する事業

（５）法定後見受任に関する事業

（６）認知症高齢者及び障がい者にかかる生活見守り、権利擁護、成年後見制度及び地域福祉

に関する調査研究の事業



３ 組織の体制 

（１）事務局及び支援部 

  ・法人運営、被支援者の財産管理を担う事務局と被支援者の身上監護を担う支援部を設け

て事業を行う。 

  ・事務局の組織体制として、事務局長、事務局次長及び事務局員の体制とし、法人の事務

処理、要支援者の財産管理、要支援者に関係する家庭裁判所や金融機関等の関係機関と

の調整を担う。 

  ・支援部の組織体制として、支援部長、支援計画（マネジメント）担当、正・副支援員（市

民後見人）の三層構造とする。支援計画（マネジメント）担当は、要支援者等からの相

談、支援課題の情報収集と整理（アセスメント）、支援計画（プランニング）の策定、支

援実施状況の確認と点検（モニタリング）、被支援者の状況変化の課題に対応したアセス

メント及びプランニング等を担う。 

（２）地域組織（支部） 

  ・当法人の従たる事務所を設け活動を行う地域として、明石支部（明石市地域）と加古川

支部（加古川市・高砂市・播磨町・稲美町の地域）を設け、その他の地域においても、

組織化を検討する。 

４ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

事業名 事業内容 

従事者

の予定

人数 

受益対象者

の範囲及び

予定人数 

支出見

込み額 

(千円) 

(1) 成年後見制度の普及啓

発及び講座開催等に関す

る事業  

① 出前説明会（神戸市、明石市、加古川市

等）の実施 

② 自治体・社会福祉協議会等との連携 

3～4

人/回 

一般市民 

20 人/回 

50 

(2) 生活見守り、権利擁護

及び成年後見等に関する

相談援助に関する事業 

① 個別相談の実施 

② 成年後見活動を行うＮＰＯ法人や介護

サービス事業者等との連携 

2～ 

5 人 

一般市民 

 

100 

 市民後見ひょうご募金

（支援基金） 

支援基金Ⅰ（預金性基金運用） 

支援基金Ⅱ（鈴蘭台研修所運用） 

    研修所維持経費引当 

2～ 

3 人 

被支援者 

2～3 人 

 

 

(250) 

(3) 福祉サービス利用援

助事業 

 

① 見守契約等に基づく支援・援助等の活動 

② 見守契約の個別事項として買い物同行

支援や医療機関等への通院介助支援等 

2～ 

5 人 

要支援者 

5 人 

200 

(4) 任意後見契約に関す

る事業 

① 任意後見人候補者としての支援活動 2～ 

5 人 

要支援者 

3 人 

100 

(5) 法定後見受任に関す

る事業 

① 成年後見人等としての活動 10～ 

15 人 

要支援者 

15 人 

900 

(6) 認知症高齢者及び障が

い者に係る生活見守り、権

利擁護、成年後見制度及び

地域福祉に関する調査研

究等の事業 

① 認知症高齢者の介護サービス事業者等

の支援事業者との連携の在り方に関す

る調査研究事業 

② 知的障害者の高齢の保護者に関する調

査 

1～ 

3 人 

介護支援専

門員等の 2

～3 団体 

知的障がい

者の家族等 

50 



（２）第三者評価更新による組織強化

2016年に当会はJCNEより法令・定款に基づく組織運営として基準を満たしている【ベーシック評価】
を受けたたことを第9期の定期総会で報告している。当NPO法人組織と　　　　次のステップとして下
記に示すアドバンス評価の認証にチャレンジする。

１）ＮＰＯの目指してほしい姿として、4つの領域を設定しています。 

２）4 つの領域を 12 の項目で評価をします。 

３）12の項目ごとに評価基準を設けています。 

領域 項目（評価基準数） 

Ⅰ．学びと創造 1 受益者本位の視点によるニーズの把握と改善 （2） 

2 課題の共有と改善・創意工夫、及び人材の育成 （3） 

3 社会への情報発信と啓発活動 （2） 

Ⅱ．市民参加と連携・協働 （1） 

（3） 

4 市民参加 

5 連携・協働 

6 寄付 （2） 

Ⅲ．社会的責任と信頼 （2） 7 人権尊重と環境への配慮 

8 コンプライアンス （2） 

Ⅳ．自立と自律 （3） 

（1） 

（4） 

9 事業運営 

10 リスクの管理 

11 ガバナンス 

12 財務と会計 （2） 

4 領域 12項目 27 

学びと

創造

市民参加

と連携・

協働

自立と

自律

社会的責

任と信頼

組織の事業活動を実践するうえで基

盤となる目的達成に向けたＰＤＣＡと

持続可能な人材の育成 

組織のマネジメント、総会、理事会、

監事の権限分配と主体的な自立と

自律の意思決定執行管理 

組織の基本的な姿勢で市民の自由

な発想と参加に基づく活動形態と協

働による価値の創造 

組織の事業活動を実践するうで基盤

となる組織の内部と社会に対する責

任と情報公開 

組織の目的と事業の実施、ガ

バナンス、コンプライアンス、

情報公開、事務局運営 

法令・定款に基づく組織運営 

【ベーシック評価】 
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価

14




